
被災地域農業復興総合支援事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

  原子力災害により被災した地域において、農業の復興のため、様々な農業用施設等を一体的に整備する必要がある。 

このため、市町村が実施する農業用施設の整備及び農業用機械の導入を総合的に支援し、地域の意欲ある多様な経営体の育成・確保

及び早期の営農再開を図る。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 被災市町村が被災農業者等への貸与を目的に、農業用施設・機械を整備する経費について補助する。 

    ア 交付対象 

・生産、加工、流通、販売に必要なハウス、水耕栽培施設、育苗施設、乾燥調製貯蔵施設、処理加工施設、集出荷施設等の

農業用施設 

・トラクター、田植機、コンバイン等の農業用機械 

※農業用機械施設補助の整理合理化通知は適応されない。 

     

３ 事業実施主体   原子力災害により被災した市町村（１２市町村） 

 

４ 予 算 額   ７，３２８，６４１千円 

 

５ 補 助 率   ３／４以内（別途、震災復興特別交付税措置予定） 

 

６ 事業実施期間   令和３年度～令和７年度                                         

【担当課：農業支援総室農業振興課 ０２４－５２１－７３４４】  
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被災地域農業復興総合支援事業（福島再生加速化交付金）
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